
給実甲第１３７１号 

令和８年２月２７日 

 

 

 

人 事 院 事 務 総 長 

 

給実甲第１８０号の一部改正について（通知） 

 

給実甲第１８０号（初任給調整手当の運用について）の一部を下記のとおり改

正したので、令和８年４月１日以降は、これによってください。 

 

記 

 

次の表により、改正前欄に掲げる規定（前書きを含む。以下同じ）の傍線を付

した部分（以下「傍線部分」という。）でこれに対応する改正後欄に掲げる規定

の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる

規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないもの

は、これを加える。 

改   正   後 改   正   前 
  

初任給調整手当（第一種初任給調

整手当及び第二種初任給調整手当を

いう。以下同じ。）の運用について

下記のとおり定めたので、これに

よってください。 

 

人事院規則９―３４（初任給調整

手当）（以下「規則」という。）の

運用については、下記に定めるとこ

ろによって実施してください。 

 

 



記 

 

給与法第１０条の５関係 

１ 各庁の長（一般職の職員の給

与に関する法律（昭和２５年法

律第９５号。以下「給与法」と

いう。）第７条に規定する各庁

の長又はその委任を受けた者を

いう。以下同じ。）は、この条

の第１項の「地域手当」には、

給与法第１１条の５又は第１１

条の７の規定による地域手当は

含まれないことに留意するもの

とする。 

２ この条の第２項に規定する特

定額及び基準額は、職員が現に

属する職務の級及び受ける号俸

（人事院規則９―３４（初任給

調整手当）（以下「規則」とい

う。）第１０条各号に掲げる職

員にあっては、当該職員の区分

に応じ当該各号に定める額）並

びに在勤する地域に係る地域手

当の支給割合及び当該地域に応

じた規則別表第三に掲げる額に

より算定するものとする。 

記 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



規則第２条関係 

１ （略） 

２ 前項ただし書の場合において

は、第一種初任給調整手当を支

給され、又は支給されないこと

となる職員に対して、その支給

の有無を人事異動通知書又はこ

れに代わる文書により通知する

ものとする。ただし、当該職員

の併任が解除され、又は終了し

たことに伴い、第一種初任給調

整手当を支給され、又は支給さ

れないこととなる場合は、この

限りでない。 

規則第９条関係 

この条の「人事院の定めるとこ

ろ」とは、当該職員に対して改正

の日前に改正の日における規定が

適用されていたものとして第一種

初任給調整手当を支給されること

となる日から第一種初任給調整手

当を支給されていたものとした場

合に改正の日以降においてなお支

給されることとなる支給期間及び

支給額とする。 

規則第１０条関係 

第２条関係 

 １ （略） 

 ２ 前項ただし書の場合において

は、初任給調整手当を支給さ

れ、又は支給されないこととな

る職員に対して、その支給の有

無を人事異動通知書又はこれに

代わる文書により通知するもの

とする。ただし、当該職員の併

任が解除され、又は終了したこ

とに伴い、初任給調整手当を支

給され、又は支給されないこと

となる場合は、この限りでな

い。 

第９条関係 

この条の「人事院の定めるとこ

ろ」とは、当該職員に対して改正

の日前に改正の日における規定が

適用されていたものとして初任給

調整手当を支給されることとなる

日から初任給調整手当を支給され

ていたものとした場合に改正の日

以降においてなお支給されること

となる支給期間及び支給額とす

る。 

（新設） 



各庁の長は、この条の第２号に

定める額には、給与法附則第１０

項、第１２項又は第１３項の規定

による俸給は含まれないことに留

意するものとする。 

規則第１１条関係 

１ この条の「在勤する」とは、

本務として在勤することをい

う。ただし、併任されている官

職の業務に引き続き１月以上専

ら従事することが予定されてい

る場合にあっては、当該業務

（当該官職の業務に引き続き専

ら従事する期間の延長により当

該業務に引き続き１月以上専ら

従事することが予定されている

場合にあっては、当該延長前の

期間に係る当該業務を除く。）

に専ら従事するために在勤する

ことをいう。 

２ 前項ただし書の場合において

は、第二種初任給調整手当を支

給され、又は支給されないこと

となる職員に対して、その支給

の有無を人事異動通知書又はこ

れに代わる文書により通知する

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ものとする。ただし、当該職員

の併任が解除され、又は終了し

たことに伴い、第二種初任給調

整手当を支給され、又は支給さ

れないこととなる場合は、この

限りでない。 

規則第１２条関係 

この条の「特定額が基準額以上

となった日の前日」とは、例え

ば、職員の昇格、昇給、俸給表を

異にする異動及び官署を異にする

異動の発令、在勤する官署の移転

並びに給与法第１０条の５第１項

の「基準額」の改定及び同項の

「地域手当の支給割合」の変更等

により、特定額が基準額以上と

なった日の前日をいう。 

その他の事項 

１ 第一種初任給調整手当を支給

する場合には、給与法第１０条

の４第１項各号の官職の区分ご

とに第一種初任給調整手当支給

調書を作成し、保管するものと

する。 

 

２ 第二種初任給調整手当を支給

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の事項 

１ 初任給調整手当を支給する場

合には、一般職の職員の給与に

関する法律（昭和２５年法律第

９５号）第１０条の４第１項各

号の官職の区分ごとに初任給調

整手当支給調書を作成し、保管

するものとする。 

（新設） 



する場合には、職員ごとに第二

種初任給調整手当支給調書を作

成し、保管するものとする。 

３ 第一種初任給調整手当支給調

書の様式は、別紙第１のとおり

とし、第二種初任給調整手当支

給調書の様式は、別紙第２のと

おりとする。ただし、各庁の長

は、初任給調整手当の支給に関

し支障のない範囲内で、各様式

中の各欄の配列を変更し又は各

欄以外の欄を設定する等当該各

様式を変更し、これによること

ができる。 

４ 第一種初任給調整手当支給調

書は、当分の間、従前の様式の

ものによることができる。 

５ （略） 

 

 

 

２ 初任給調整手当支給調書の様

式は、別紙のとおりとする。た

だし、各庁の長（その委任を受

けた者を含む。）は、初任給調

整手当の支給に関し支障のない

範囲内で、様式中の各欄の配列

を変更し又は各欄以外の欄を設

定する等当該様式を変更し、こ

れによることができる。 

 

 

３ 初任給調整手当支給調書は、

当分の間、従前の様式のものに

よることができる。 

４ （略） 
  

  





別紙第１の次に別紙第２として次のように加える。 

  



別紙第２

１．支給要件等必要事項

％ 円 円

％ 円 円

％ 円 円

％ 円 円

％ 円 円

％ 円 円

％ 円 円

％ 円 円

％ 円 円

％ 円 円

％ 円 円

％ 円 円

％ 円 円

％ 円 円

※　規則第14条第１項に規定する職員については、権衡職員特定額を「特定額」欄に記入する。

２．支給額等

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

職員番号 氏　　名

年月日 俸給表 級 号俸事　由

令和　年　月　日

令和　年　月　日

令和　年　月　日

令和　年　月　日

令和　年　月　日

令和　年　月　日

令和　年　月　日

令和　年　月　日

備　　考支　給　額 支　給　期　間

令 和 年 月 日 ～ 令 和 年 月 日

令 和 年 月 日 ～ 令 和 年 月 日

□第１項　　□第３項

□第１項　　□第３項

□第１項　　□第３項

□第１項　　□第３項

□第１項　　□第３項

□第１項　　□第３項

備　考

令和　年　月　日

令和　年　月　日

令和　年　月　日

地域手当
支給割合

特　定　額 基　準　額
在勤する
都道府
県・都市

□第１項　　□第３項

令 和 年 月 日 ～ 令 和 年 月 日

令 和 年 月 日 ～ 令 和 年 月 日

令 和 年 月 日 ～ 令 和 年 月 日

令 和 年 月 日 ～ 令 和 年 月 日

令 和 年 月 日 ～ 令 和 年 月 日

令 和 年 月 日 ～ 令 和 年 月 日

□第１項　　□第３項

□第１項　　□第３項

□第１項　　□第３項

□第１項　　□第３項

令 和 年 月 日 ～ 令 和 年 月 日

令 和 年 月 日 ～ 令 和 年 月 日

令 和 年 月 日 ～ 令 和 年 月 日

令 和 年 月 日 ～ 令 和 年 月 日

令 和 年 月 日 ～ 令 和 年 月 日

令 和 年 月 日 ～ 令 和 年 月 日

第二種初任給調整手当支給調書

□第１項　　□第３項

□第１項　　□第３項

□第１項　　□第３項

支給根拠規定(法第10条の５)

令和　年　月　日

令和　年　月　日

令和　年　月　日



以   上 


